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◎
用
語
解
説

※
１
　
小
規
模
保
育
事
業
所

　
19
人
以
下
の
利
用
定
員
で
保

育
を
行
う
事
業
所
で
、
事
業
形

態
に
応
じ
て
保
育
所
分
園
に
近

い
Ａ
型
、家
庭
的
保
育（
グ
ル
ー

プ
型
小
規
模
保
育
）
に
近
い
Ｃ

型
、
そ
の
中
間
的
な
Ｂ
型
の
タ

イ
プ
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
基

準
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

※
２
　
事
業
所
内
保
育
事
業
所

　
会
社
や
病
院
な
ど
に
設
置
す

る
市
区
町
村
の
認
可
を
受
け
た

保
育
施
設
に
お
い
て
保
育
を
行

う
事
業
所
で
す
。

※
３
　
専
決
処
分
事
項
の
承
認

　
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ

り
、
本
来
は
議
会
が
議
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い

て
、
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的

余
裕
が
な
い
と
き
な
ど
に
、
市

長
が
議
会
に
代
わ
っ
て
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、

市
長
は
、
次
の
会
議
に
お
い
て

議
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を

求
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
吉
川
市
総
合
体
育
館
長
寿
命
化

改
修
工
事
（
建
築
）
の
請
負
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
工
事
内
容
は
、外
部
改
修・

内
部
改
修
・
ト
イ
レ
改
修
・
外
構

工
事
で
す
。

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
吉
川
市
総
合
体
育
館
長
寿
命
化

改
修
工
事
（
機
械
設
備
）
の
請
負

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

　
主
な
工
事
内
容
は
、空
調
設
備・

電
気
設
備
・
衛
生
器
具
設
備
・
ガ

ス
設
備
・
消
火
設
備
・
給
水
・
給

湯
・
排
水
工
事
で
す
。

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　
小
中
学
校
10
校
の
体
育
館
空
調

設
備
設
置
工
事
の
請
負
契
約
を
締

結
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
工
事
内
容
は
、
空
調
設
備

な
ど
の
機
械
設
備
工
事
・
建
築
工

事
・
電
気
設
備
工
事
で
す
。

◆�
専
決
処
分
事
項
の
承
認
※
３
に

つ
い
て
（
報
告
第
５
号
）

　
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
令
和
３

年
（
行
ウ
）
第
42
号
行
政
処
分
義

務
付
等
請
求
事
件
の
判
決
に
一
部

不
服
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
京
高

等
裁
判
所
に
控
訴
を
提
起
す
る
こ

と
に
つ
い
て
専
決
処
分
し
た
た
め
、

承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
３
名
が
討
論
を
行
い

ま
し
た
。

―
反
　
対
　
討
　
論
―

平
和
市
民
ク
ラ
ブ

�

岩
田
　
京
子
　
議
員

　
重
度
の
Ａ
Ｌ
Ｓ
患
者
と
の
24
時

間
介
護
を
巡
る
２
年
半
の
裁
判
・

判
決
・
控
訴
。
あ
ら
ゆ
る
マ
ス
コ

ミ
が
取
り
上
げ
、
市
内
外
の
多
く

の
方
々
か
ら
吉
川
市
の
福
祉
に
つ

い
て
心
配
の
声
が
届
い
て
い
る
。

　
今
回
の
控
訴
は
、
地
方
自
治
法

の
議
決
案
件
と
の
認
識
は
あ
る
も

の
の
、
控
訴
期
限
ま
で
２
週
間

だ
っ
た
た
め
専
決
処
分
で
行
っ
た

と
の
説
明
。
し
か
し
、
判
決
日
は

２
月
７
日
の
最
終
弁
論
の
時
に
知

ら
さ
れ
て
い
て
、
臨
時
議
会
開
催

は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。

　
吉
川
市
の
評
判
を
下
げ
、
市
民

の
幸
福
実
感
を
損
な
い
か
ね
な
い

重
大
な
案
件
。
や
は
り
臨
時
議
会

を
開
催
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

日
本
共
産
党
吉
川
市
議
員
団

�

雪
田
　
き
よ
み
　
議
員

　
裁
判
で
問
わ
れ
た
の
は
、
人
工

呼
吸
器
を
装
着
し
た
重
度
障
害
者

の
「
家
族
介
護
の
時
間
を
ど
う
見

る
か
」
だ
っ
た
。
未
就
学
児
を
含

む
子
ど
も
を
３
人
抱
え
、
24
時
間

介
護
を
希
望
し
な
が
ら
、「
見
守

り
介
護
だ
か
ら
子
育
て
し
な
が
ら

で
も
可
能
」
と
の
判
断
に
基
づ
い

た
訪
問
介
護
支
給
時
間
の
決
定
通

知
を
受
け
取
っ
た
時
、
本
人
と
家

族
が
ど
ん
な
に
重
い
悲
し
み
に

陥
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
市
の
決
定
は
障
害
者
総
合
支
援

法
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
問

わ
れ
る
べ
き
は
県
や
国
の
指
導
や

責
任
、
障
害
者
総
合
支
援
法
の
限

界
で
あ
る
。
市
が
争
う
べ
き
は
原

告
で
は
な
く
、
国
や
県
で
あ
る
。

―
賛
　
成
　
討
　
論
―

未
来
会
議
よ
し
か
わ

�

林
　
美
希
　
議
員

　
反
対
討
論
の
中
に
「
専
決
処
分

で
は
な
く
臨
時
議
会
と
す
べ
き

だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
う
考
え

る
の
で
あ
れ
ば
議
会
と
し
て
動
け

た
は
ず
。
ま
た
、
反
対
討
論
の
中

に
「
報
道
を
知
っ
た
市
民
の
皆
様

方
が
不
安
に
感
じ
て
し
ま
う
」
と

あ
る
が
、
議
決
の
責
任
を
も
っ
て

市
民
の
皆
様
方
に
ご
説
明
す
る
の

も
議
員
の
役
割
。
正
当
な
手
順
を

踏
ん
だ
支
給
決
定
に
対
す
る
判
決
。

論
点
を
整
理
し
、
公
の
場
で
明
ら

か
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
が
、

市
民
の
皆
様
の
安
心
感
に
繋
が
る

と
考
え
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、

賛
成
の
立
場
を
取
る
。

人
事
案
件

◆
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　
人
権
擁
護
委
員
の
岡
田
明
子
氏

が
９
月
30
日
を
も
っ
て
任
期
満
了

と
な
る
た
め
、
再
度
推
薦
す
る
こ

と
に
同
意
を
求
め
る
も
の
で
す
。


